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令和５年度(後期分)農用地区域の 
除外・編入申し出受け付けが始まります 
 

農業振興地域整備計画の変更の申し出を受け付け

ます。 

 

◆受付期間　11 月１日(水)～11 月 30 日(木) 

◆受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分 

※土・日・祝日を除く 

◆受付場所　農地整備課(市役所 ２階) 

◆申請書類　農地整備課にお問い合わせください 

※市ホームページからもダウンロード可 

 

問　申　農地整備課 
(45-8992　　　43-3239 

 

国民健康保険加入の皆様へ 

資格喪失後受診にご注意ください 
 
　就職などにより職場の健康保険に加入すると、国

民健康保険証は使えなくなります。 

※職場の健康保険の資格取得日に遡って、国民健康

保険の資格を喪失します 

就職後、職場の保険証が手元に届かないうちに 

受診する場合は、医療機関の窓口で保険の切り替え

中であることを伝えてください。 

誤って国民健康保険証を使って受診すると、資格

喪失後受診となり、市が負担した医療費を返納して

もらう場合があります。 

健康保険は自動で切り替わりません。職場の健康

保険に加入したら、すみやかに国民健康保険証を返

却し、国民健康保険をやめる届出をしてください。 

 

◆必要な物 

・職場の健康保険証または加入を証明するもの 

・国民健康保険証 

・限度額適用認定証(交付されている方のみ) 

・マル福受給者証(交付されている方のみ) 

・マイナンバーが分かるもの 

・来庁する方の身分証明書 

※別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です 

　 

問　申　保険年金課　 

(45-8124　　　43-2933 

全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の 
皆様へ 
ご家族の扶養を外す場合は手続きが必要です 
 

ご家族が就職したり別の家族の扶養になったりす

るなど、被扶養者の条件を満たさず、扶養から外れる

場合は、被保険者(お勤めされているご本人)の会社を

通して被扶養者を外す手続きを行ってください。　　　　　　　　　

保険証(高齢受給者証も含む)も速やかに会社にご返却

をお願いします。 

　ほかにも、ご家族が 75 歳以上になったとき、ご家

族の年間収入が 130 万円(60 歳以上のご家族の場合

は180万円)以上となったときなども同様に扶養から

外す手続きが必要ですのでご注意ください。 

また例年、10 月下旬から 11 月に被保険者の会社

へ被扶養者の加入状況の確認作業をお願いしていま

すので、会社から被扶養者の確認があった場合は、 

正確にご回答いただくようご協力をお願いします。 

 

問　協会けんぽ茨城支部　業務グループ　　　　　 

     (029-303-1582　　　029-303-2100

歯のなんでも電話相談 
 

普段歯医者さんに聞けない入れ歯のこと・子ども 
の歯の悩み・インプラント・矯正・口臭の悩み・ 
顎関節症・歯周病・ブラッシングの仕方・料金のこと 
など、歯に関する悩みや質問を電話で受け付けます。 
 
◆日時　　11 月 12 日(日)午後１時～４時　 
◆回答者　歯科医師※匿名受け付け可 
◆相談料　無料 
 
問　一般社団法人　茨城県保険医協会 
　　 (029-823-7930(河野) 
　　 　 029-822-1341　 
　　 　　a-kohno@doc-net.or.jp

小児インフルエンザ予防接種について 
 
◆委任状について 

13 歳未満の予防接種は、保護者同伴(父母、養育者)が原則です。特段の理由で保護者が同伴できず、祖父母

等の代理人が付き添う場合は、保護者の委任状が必要です。 

以下 QR コードもしくは健康づくり課(市役所 １階)に取りに来てください。 

◆費用の助成について 

以下の市内・市外協力医療機関以外で接種する場合は、全額を医療機関にお支払いいただいた後、償還払い 

(払い戻し)の手続きが必要になります。 

 

◆市内協力医療機関一覧 

◆市外協力医療機関一覧 

◆償還払い(払い戻し)による接種の方法 

 

問　健康づくり課　(43-1990　　　44-9744

 医療機関名 電話番号 年齢 医療機関名 電話番号 年齢

 浅田医院 44-3957

６カ月以上

軽部病院 44-3761

１歳以上

 宇津野医院 45-0311 中山医院 43-2512

 菊山胃腸科外科医院 44-2014 平間病院 43-5100

 坂入医院 43-6391 古橋医院 44-2792

 砂沼湖畔クリニック 43-8181 古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777

 まつだこどもクリニック 30-5558
三津山クリニック 
※卵アレルギー不可

48-9131

 加倉井皮膚科クリニック 30-5007
小学生以上

とやまクリニック 30-5010 ３歳以上

 下條整形外科 43-3666 渡邉クリニック 43-7773 中学生以上

 所在地 医療機関名 年齢 所在地 医療機関名 年齢

 

つくば市

あおきこどもクリニック

６カ月以上

つくば市 ヒルトップクリニック １歳以上

 
学園の森キッズクリニック

筑西市

あけの元気館前クリニック

６カ月以上
 しまだ みみ・はな・のど 明野中央医院

 クリニック のぎ小児科

 寺崎クリニック 山口医院 13 歳以上

 つくばキッズクリニック 坂東市 緑野クリニック ６カ月以上

 接種期間 10 月１日(日)～令和６年１月 31 日(水)

 対　象 生後６カ月～中学３年生相当

 
回　数

・生後６カ月～13 歳未満の方…２回 

・１回目を 12 歳の時点で受け、２回目の接種日時点で 13 歳になる方…２回 

・13 歳～中学３年生相当年齢の方…１回

 助成額 １回につき 2,000 円

 

方　法

①医療機関に事前に電話をかけ、接種等について問い合わせる 

②接種日までに、予診票と申請書を右記 QR コードもしくは 

健康づくり課に取りに行く 

③予防接種を受け、接種費用の全額を支払う 

④必要回数の接種後、約１か月以内に必要書類等を持参し、 

健康づくり課に申請する 

【必要書類等】 

・小児インフルエンザ予防接種予診票(原本または写し) 

・予防接種費用助成金交付申請書 

・領収書の原本(予防接種の種類が確認できるもの) 

・接種したことが確認できる母子健康手帳や接種済証 

・印かん(ゴム印不可)　・申請者の振込口座情報 

⑤助成金決定通知書が送付され、約１か月後に助成額が振り込まれる

QR コード



                                                                                                                         
 

公共下水道工事にご協力を 

 

　小島地内において公共下水道工事を実施します。 

工事期間中は、周辺道路の全面通行止(夜間開放)など

の交通規制を実施します。 

 

◆工事期間　10 月下旬～令和６年３月下旬(予定) 

◆工事箇所　次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問　上下水道課　(44-5311　　　44-5312 

〝みんなの研ぎやさん〟巡回活動 

いつもお使いの包丁は切れますか？ 

 

◆日時　10 月 27 日(金)午後１時～２時 30 分　　　 

◆会場　(旧)JA 常総ひかり　総上 

※当面の間、包丁以外はお断りさせていただきます

のでご注意ください 

※悪天候により中止になる可能性があります 

◆みんなの研ぎやさん会員募集中 

ボランティア活動に興味のある方は、活動日に 

お気軽にお越しください。 

 

問　下妻市ボランティアセンター 

 　(下妻市社会福祉協議会) 

(44-0142　　　44-0559

稲わら・もみ殻は燃やさないでください 

 

稲刈り後の「稲わら・もみ殻」の焼却に伴う煙や臭

い、灰などが原因で、周辺住民の生活環境や健康に悪

影響が出ております。焼却しないで、再利用に回すか

農地にすき込んでください。 

ご理解ご協力をお願いします。 

 

問　環境課　(43-8289　　　44-7833 

　 　市水田農業支援センター(農業政策課) 

(44-0724　　　44-6010 

◇火災の危険がある場合 

下妻消防署(43-1551 

道路工事にご協力を 
 

下妻乙地内において道路工事を実施します。工事

期間中は、片側交互通行などの交通規制を実施する

場合があります。 

 

◆工事期間 10 月上旬～12 月下旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問　建設課　(45-8126　　　43-2945 

土砂の埋立て・盛土は許可が必要です 

 

土砂を用いて“埋立て・盛土・たい積”を行う場合

は、「市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例」の規定による許可が必要です。 

 

◆許可が必要な埋立て等の面積 

5,000 ㎡未満の事業全て 

※5,000 ㎡以上の事業は県へ申請 

◆搬入する土砂など 

◇茨城県内から発生した土砂等で一時保管場所 

(資材置場・ストックヤード)を経由しないもの 

◇「土壌の汚染に係る環境基準(29 項目)」および

水素イオン濃度の規制基準をクリアしたもの 

◇「改良土」の禁止 

◆許可基準 

◇申請者の欠格事項に関する基準 

◇過積載車両、不正改造車両の禁止など 

◆罰則を強化 

※本内容は、市公式ホームページでもご覧になれ

ます。トップページ「くらし・手続き」から 

「環境」と進んでください 

◆「土砂等埋立て審査会」 

◇申請書提出期限　 

毎月 15 日、午後５時 15 分まで 

※15 日が閉庁日の場合は、14 日以前の開庁日 

◇審査会開催日　申請月の翌月 15 日以降 

 

問　環境課　(43-8289　　　44-7833 

浄化槽をお使いの皆様へ 

 

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水

をきれいにする装置であり、その十分な機能を発揮

させるため、①保守点検の実施、②清掃の実施、③法

定検査の受検が法律により義務付けられています。 

 

◆保守点検 

浄化槽内の点検等を行います。また、放流先が不衛

生にならないように消毒剤を定期的に補充します。 

10 人槽以下の家庭用浄化槽の場合、３～４か月に

１回行う必要があります。 

県に登録している保守点検業者に委託してください。 

◆清掃 

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。 

年に１回以上行う必要があります。 

市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。 

◆法定検査 

浄化槽の保守点検、清掃が行われているか、また浄

化槽からきれいな水が放流されているか検査します。 

使用開始から３～８カ月以内に初回検査を受け、

その後は毎年１回受ける必要があります。 

(公社)茨城県水質保全協会(県指定検査機関)へ申

込みしてください。((029-291-4000) 

 

※単独処理浄化槽を使用されている方は、合併処理

浄化槽への転換をお願いします。 

単独処理浄化槽が処理できるのはトイレの汚水の

みです。合併処理浄化槽に転換することで、水の汚

れの量をおよそ１／８に減らせます。 

合併処理浄化槽への転換には補助金が交付されま

すのでご検討ください 

 

問　環境課　(43-8234　　　44-7833 

工事箇所

道路工事にご協力を 

 

江地内において道路工事を実施します。工事期間

中は、片側交互通行などの交通規制を実施する場合

があります。 

 

◆工事期間 10 月上旬～12 月下旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問　建設課　(45-8126　　　43-2945 
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徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策 
 
　９月１日から 10 月 31 日は秋の農作業安全確認

運動推進期間です。秋の農繁期を迎えるこの時期は、

農作業事故の危険性が高くなります。事故防止のた

めに、次のことを心がけましょう。 

 

◆トラクターなどに乗る時はヘルメット・シートベ

ルトを着用しましょう。 

◆安全キャブ・安全フレームの付いたトラクターを

利用しましょう。 

◆道路や農地の傾斜、路肩など、作業する周辺の 

安全確認をしましょう。 

◆曲がり角の草刈り、路肩の補強など、危険箇所の 

改善をしましょう。 

◆その日の天気や体調にあわせ、無理のない作業を

しましょう。 

 

問　申　 
農業政策課　(44-0729　　　43-3239
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市民将棋大会 

 

市民将棋大会(市文化祭参加)を次のとおり開催しま

す。ぜひご参加ください。 

 

◆日時　　11 月 12 日(日)　 

午前９時～午後４時 30 分 

◆場所　　大宝公民館 大会議室 

◆参加費　詳細はお問い合わせください 

 

問　下妻将棋会　(43-0858(菊池)

市民囲碁大会 

 

市民囲碁大会(市文化祭参加)を次のとおり開催し

ます。ぜひご参加ください。 

 

◆日時　　11 月 19 日(日) 

午前９時～午後４時 30 分 

◆場所　　千代川公民館 ２階 研修室 

◆参加費　詳細はお問い合わせください 

 

問　常総清娯会　(43-1277(飛田)

第 28 回茨城県健康福祉祭わくわく美術展『出展作品』募集 

 

◆出品者資格　昭和 40 年４月１日以前生まれでアマチュアの方(市内在住) 

◆募集部門　　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部　※出品数は、部門を問わず１人１点 

◆出品料　　　2,000 円　※茨城わくわくセンター事業推進サポーター(個人サポーター)は無料　 

◆申込期間　　10 月４日(水)～11 月 24 日(金) 

◆申込方法　　｢出品申込票｣を長寿支援課(市役所 １階)まで提出してください。 

◆作品提出期間・方法 

作品は、令和６年１月９日(火)から 18 日(木)までの期間に、｢出品料｣を添えて長寿支援課まで持参してください。 

※出品申込票は、長寿支援課で配布しています。また、茨城県社会福祉協議会のホームページからダウンロー

ドできます 

※出品の規格があります。詳しくはお問い合わせください 

◆展示　◇期間　令和６年２月 24 日(土)～29 日(木) 

◇場所　ザ・ヒロサワ・シティ会館(県民文化センター)[水戸市千波町東久保 697] 

 

問　申　長寿支援課　(45-8123　　　30-0011 

　　　　   茨城わくわくセンター　(029-243-8989 

集積所への「びん」の出し方 
 

飲食料用・化粧品用の「びん」は再生資源となりま

す。集積所にびんを出す際は、次のことを守って回収

用コンテナに入れてください。 

 

◆中身は残さず、水（お湯）ですすぐ 

◆吸殻などそのほかのごみを入れない 

◆ふたをはずす 

◆袋に入れたまま出さない 

◆不燃ごみで出さない 

◆無色透明、茶色、そのほかの色に分ける 

※ルールが守られていない場合は回収できません 

※資源の分別を徹底し、持続可能な社会づくりに 

　ご協力をお願いします 

【資源として回収するびん】 

　・清涼飲料や酒類など飲料物のびん 

　・油や調味料などのびん 

　・ジャムや離乳食などの食品用のびん 

　・化粧水など化粧品用のびん 

　・経口薬品のびん 

※一升びん、ビールびん、コーラびん、牛乳びんな

どのように繰り返し使用できるびん（生きびん）

は、できるだけ購入したお店に返してください

（一部回収していないお店がございます） 

【不燃ごみとして排出するびん】 

　・塗り薬など経口でない薬品のびん 

　・農薬など毒劇物のびん 

　・塗料やカーワックスなどのびん 

※花瓶やコップなどの陶器類やガラス製品は、　

不燃ごみとなります 

 

問　環境課☎43-8234　　　44-7833

市立図書館　秋のイベント開催 

 

11 月４日(土)～11 日(土)の期間中に図書館秋の

イベントを開催します。分散型のイベントですが、皆

様方のご参加をお待ちしています。 

 

◆本のリサイクルフェア 

◇実施期日　11 月４日(土)午前 10 時 30 分～ 

※なくなり次第終了　　　　　　　 

◇実施場所　市立図書館 １階 交流ホール 

◆雑誌リサイクルフェア 

◇実施期日　11 月５日(日)午前 10 時 30 分～ 

　　　　　　　※なくなり次第終了 

◇実施場所　市立図書館 １階 交流ホール 

◆おたのしみおはなし会＆工作あそび 

◇実施期日　11 月 11 日(土) 

午前 10 時 30 分～ 

◇実施場所　市立図書館 ２Ｆ 映像ホール前 

◇実施団体　おはなしの花たばのみなさん 

　　　　　　　(工作あそびは図書館職員による) 

◇申込方法　図書館カウンターにて事前にお申込み

ください。 

　　　　　　　※10 月26 日(木)から受付開始します 

　　　　　　　※先着 10 組 

◆こども映画会 

◇実施期日　11 月 11 日(土)午後２時～ 

(15 分前開場) 

◇実施場所　市立図書館 ２階 映像ホール 

◇上映映画 「アングリーバード」 

(上映時間　97 分) 

 

問　市立図書館　(43-8811　　　43-8855

ダメ！不正軽油 

 

ディーゼル自動車に使用する軽油には、１リット

ルあたり 32.１円の軽油引取税が課税されており、

皆さんの生活の向上のために使われています。 

ところが、軽油に灯油や重油等を混ぜた｢不正軽

油｣を製造している人、それを販売・購入している人、

または灯油や重油等をディーゼル自動車の燃料に使

用している人がいます。 

不正な軽油を製造・販売・使用する行為は、環境を

汚染するとともに脱税行為でもあり、刑事罰の対象

となります。 

不正軽油を使用している疑いのあるトラックや 

ガソリンスタンドの情報があればご一報ください。 

 

問　茨城県筑西県税事務所　課税第一課　 

軽油引取税担当　 (0296-24-9192 

不正軽油 110 番　(0120-241-744　 

(フリーダイヤル 24 時間受付) 

県の埋立て等規制が強化されます 

 

県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条

例が一部改正され６月１日より施行されました。 

 

◆主な改正内容 

◇市条例で許可を受ける必要がない埋立て等で 

あっても一部の例外を除き、「県への届出」が 

必要になります。 

◇県条例の許可または届出、もしくは市条例の許

可を受けた埋立て等を行う場合についても、　

書面(「土砂等受入概要書」、「土砂等適合証明

書」)の交付・携帯義務が課せられます。 

※詳細は、以下あてお問い合わせください 

※県ＨＰトップページから「県土砂等による土地の

埋立て等の規制に関する条例」で検索できます 

 

問　県廃棄物規制課不法投棄対策室 

(029-301-3033　　　029-301-3021 



「結婚相談会」開催 

 

結婚を希望される方のあらゆるご相談にマリッジ

サポーターがお答えします。親御さんだけの参加も

可能です。お気軽にご相談ください。 

 

◆日時　　　11 月 19 日(日)　午後１時～５時 

        　　(受付 午後０時 40 分から) 

◆場所　　　常総市石下総合福祉センター 

[常総市新石下 4365] 

◆対象　　　独身成人男女およびその親族 

◆募集定員　先着１０人程度 

◆相談費用・登録料　無料 

◆持ち物　　身分証明書(運転免許証、保険証など) 

◆申込期間　10 月 30 日(月)～11 月８日(水) 

◆申込方法　電話受付　※予約制・先着順 

 

問　申　 

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

(090-2234-6415(小林) 

(090-7010-7295(片岡) 

0296-48-3586(長屋) 

(電話受付時間：正午～午後７時) 

「手話講座」受講者募集 

 

聴覚障害者にとってのコミュニケーションの方法

として「手話」があります。 

手話に対する関心や理解を深めるとともに、初歩

的な技術を習得し、後には手話通訳者の養成につな

がることを目的に手話講座(入門編)を開催します。 

手話に少しでも関心のある方、ぜひご参加ください。 

 

◆日時　10 月 28 日(土)～令和６年３月 23 日(土) 

　　　　毎週土曜日(全 20 回) 

　　　　午後１時～３時 

◆会場　 

◇下妻公民館 

◇リフレこかい(11 月４日、11 月 18 日、 

１月 13 日、２月 24 日) 

※日程により会場が変わります 

◆定員　　10 名 

◆受講料　無料 

(ただし、テキスト代 3,000 円(税別)は自己負担とな

ります) 

◆申込方法　福祉課(市役所 １階)へお申込みください 

◆申込締切　10 月 25 日(水) 

※新型コロナウイルス感染予防対策を取りながら実

施します。また感染拡大の状況により開催が変更と

なる場合があります 

 

問　申　福祉課　 

(43-8352　　　43-6750 

下妻市聴覚障害者協会会長　小田部 

　　　　   　　 

　　　　　　　  

『ネットワーカーしもつま』会員募集 

 

「ネットワーカーしもつま」は、「活力と魅力あふ

れる下妻づくり」と「やさしさとふれあいのある茨城

づくり」のため、地域の人をつなぐ(＝ネットワークを

広げる)活動を行っています。 

私たちと一緒に、下妻市の魅力アップのために活動

してみませんか？ 

興味のある方は、お気軽にご連絡ください。 

 

◆活動内容　 

◇市内イベント(花とふれあいまつり・あじさいま

つり・ふるさとまつり連合渡御など)への参加協力 

◇ポケットパーク(鬼怒川大形橋東側花壇)の管理 

◇各種研修事業への参加 

◆応募資格　下妻市内に居住、勤務している方等 

 

◎「ネットワーカー」は、県民一人一人が幸せを実感

できる、共助による新しい茨城のイメージづくりを目

指す「チャレンジいばらき県民運動」の地域活動員です。 

◎「チャレンジいばらき県民運動」については、ホー

ムページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問　申　ネットワーカーしもつま事務局(企画課内) 

  (43-2114　　　43-1960 

 

ネットワーカーしもつま 

(市ホームページ内)

チャレンジいばらき 

県民運動ホームページ

税理士による無料税務相談 

 

「税を考える週間(11 月 11 日～17 日)」の行事

として、税理士会下館支部の税理士が税務相談に応

じます。 

 

◆日時　　　11 月 16 日(木) 

午前９時 30 分から正午 

◆場所　　　市役所 １階 相談室１-３ 

◆申込方法　電話で予約　 

◆申込締切　11 月 10 日(金)まで 

◆定員　　　５人 

(応募者数によっては抽選となります) 

 

問　申　関東信越税理士会下館支部事務局 

(0296-25-5930　 

※相談の概略を伝えてください

「オストミー講習会」開催 

 

オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)、その関

係者などを対象とした、講習会を開催します。 

 

◆日時　　　11 月 19 日(日) 

午前 10 時～午後２時 30 分 

◆内容　　　講演、相談、説明など 

◆場所  　　古河市福祉の森会館 ２階 視聴覚室 

　　　  　　[古河市新久田 271-１] 

◆参加費　　1,000 円(昼食代他) 

◆申込方法　電話で予約 

◆申込期限　11 月５日(日) 

 

問　申　(公社)日本オストミー協会茨城県支部 

　　　　　(　　 0280-76-6511 

「成年後見相談会」開催 

 

成年後見制度の有効な利用を促進するため、司法

書士などによる無料相談会を開催します。 

 

◆日時　　　10 月 28 日(土) 

　　午前 10 時～午後３時 

◆相談内容　成年後見・遺言・相続など 

◆場所　 

◇つくば会場 

つくば国際会議場 小会議室 401・402 

[つくば市竹園３-20-３] 

　◇古河会場 

　　スペースＵ(ユー) 古河 会議室３ 

    [古河市長谷町 38-18 古河市役所古河庁舎隣] 

◆方法　　　面談による相談(40 分) 

※前日までにご予約ください 

◆予約電話　029-302-3166 

 

問　申 　 

(公社)成年後見センター・リーガルサポート茨城支部 

(029-302-3166 

029-302-3177

10 月は「飼い主マナー向上推進月間」です 

 

市や茨城県動物指導センターには、ペットに関する苦情や相談が多く寄せられています。飼い方を見直し、周

囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らしましょう。 

 

◆排泄物の処理を適切に行いましょう。 

犬が散歩中に排泄してしまった時は、フンは必ず持ち帰り、尿は水で洗い流したり、ペットシートで吸い取る

などの対策をお願いします。猫は、専用のトイレを用意し、決まった場所でさせましょう。 

◆犬の放し飼いをやめましょう。猫は屋内で飼いましょう。 

犬は放し飼いにしないで、鎖等でつないで飼いましょう。散歩の時もリード(引綱)は必ずつけましょう。特定

犬はオリの中で飼わなければなりません。猫は、屋外には危険が多く、ご近所とのトラブルにもなりますの

で、室内で飼いましょう。 

◆不妊・去勢手術を受けましょう。 

飼い主は、産まれてくる子犬や子猫の将来にも責任を持たなければなりません。動物を捨てることは、動物愛

護法に規定する「遺棄」にあたり、犯罪です。無計画な繁殖をして不幸せな命をつくらないために『産まれな

い手術』『産ませない手術』を受けましょう。 

◆飼い主がわかるようにしましょう。 

犬には首輪に鑑札・狂犬病予防注射済票を、猫にも首輪・名札を付けて飼い主がわかるようにしましょう。 

脱落することがないマイクロチップの埋め込みも効果的です。万が一いなくなったら、速やかに茨城県動物

指導センター、環境課、警察署へ連絡し、すぐ探しましょう。 

 

問　環境課　(43-8234　　　44-7833 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　　 

歯科医師会主催・講演会「地球のステージ」参加者募集 
 

歯科医師による講話と、世界の紛争地や被災地で心のケアを中心に国際医療支援活動を展開してきた医師に
よる心の健康のためにできることを考える講演会です。ライブ音楽・大画面映像・語りを組み合わせた新しい
タイプのステージです。 
 
◆日時　11 月 19 日(日) 
　　　　午後２時～４時 10 分(午後１時 30 分開場) 
◆場所　千代川公民館[鬼怒 230] 

(駐車場：旧下妻市千代川庁舎駐車場をご利用ください) 
◆講演　①歯科講話　県西歯科医師会　歯科医師　中川 健　氏 

②「地球のステージ」講演 
診療内科医　NPO 法人「地球のステージ」代表　桑山 紀彦　氏 

◆参加費用　無料(定員 200 名) 
◆申し込み方法　QR コードまたは電話申込 
 
問　申　健康づくり課　(43-1990　　　44-9744

企画展「国吉康雄展～安眠を妨げる夢～」 

 

16 歳で単身アメリカに渡り、働きながら絵を学んだ国吉康雄。アジア系移民排斥運動や二つの世界大

戦といった激動する時代の中、日本人であることで苦しい立場におかれながらも、やがてアメリカを代表

する画家のひとりになりました。 

本展は国吉の作品約 170 点、ならびに日米の国吉研究の成果と最新資料でその全貌に迫ります。 

 

◆日時　　10 月 24 日(火)～12 月 24 日(日) 

休館日：月曜日　※ただし茨城県民の日 11 月 13 日(月)は開館 

開館時間：午前９時 30 分～午後５時 

(入場は午後４時 30 分まで) 

◆会場　　茨城県近代美術館 

      　　[水戸市千波町東久保 666-１] 

(029-243-5111 

◆入場料　一般 1,000(870)円／満 70 歳以上 500(430)円／ 

高大生 730(610)円／小中生 370(240)円 　　 

※(　)内は 20 名以上の団体料金　　 

※11 月 13 日(月)県民の日はすべての方が入場無料　 

※障害者手帳等をご持参の方は無料　 

※土曜日は高校生以下無料　 

 

問　茨城県近代美術館　( 029-243-5111　　　029-243-9992

国吉康雄《安眠を妨げる夢》

1948 年 福武コレクション蔵

下妻街並みウォーキング～秋の下妻を巡る 2023～　参加者募集！ 

 

光明寺やビンフォルド邸など、まちなかに点在する時代ごとの史跡・旧跡をめぐります。ウォーキング終

了後は、「民舞愛好会」による下妻ゆかりの民舞を、名邸・六芳園でお楽しみいただけます。下妻いいとこ

案内人の会のガイドとともに、歴史を楽しく再発見しませんか？歩きやすい服装でぜひご参加ください。 

 

◆日時  　　11 月 12 日(日)　※荒天中止 

受付：午前９時　終了：正午(予定) 

◆集合場所　Waiwai ドーム東側駐車場 

◆所要距離　約３km 

◆募集人員　30 名(15 名×２グループ) 

◆参加費　　500 円(保険代・資料代等) 

◆申込方法　電話またはフォームよりお申込みください。 

◆申込締切　10 月 31 日(火) 

※定員になり次第締め切りとさせていただきます 

※コースは変更になる場合があります 

※当日撮影された画像は、広報等で使用させていただきます 

 

問　申　下妻いいとこ案内人の会事務局(商工観光課内)　(44-0732　　　44-6004

参加申込フォーム

『第３５回市長杯争奪ビーチボールバレー
大会』参加チーム募集 

 

◆期日　　　　11 月 12 日(日) 

◆場所　　　　市立総合体育館 

◆種目　　　　◇男女混合一般の部 

　　　　　　　◇一般女子の部 

◆チーム登録　１チーム監督を含めて７人まで 

　　　　　　　※監督も選手として出場可 

◆参加資格 

市内在住・在勤者およびこれに準ずるチーム 

(スポーツ保険加入者) 

◆参加費　3,000 円 

◆申込方法 

所定の申込用紙にメンバーを記入の上、申込場所

までお申込みください。FAX での申請も受け付

けます。参加費は、抽選会の際にお支払いください。 

◆申込場所 

◇生涯学習課(市役所 ２階) 

※土・日・祝日を除く 

◇市立総合体育館[本城町３-36] 

※月曜日を除く 

◇受付時間　いずれも午前８時 30 分～午後５時 

◆申込締切　10 月 27 日(金)午後５時まで 

※期限厳守 

◆抽選会　日時　11 月２日(木)午後７時 

　　　　　場所　下妻公民館[本城町３-36-１] 

※参加チーム数が３チームに満たない場合は中止

になることがあります 

 

問　市ビーチボールバレー連盟事務局(山本) 

　　  (　　 44-3153 

　　　携帯　090-4074-6659

【参加者募集】 

第 39 回下妻市長杯テニス大会 

 

◆種目　　　男子ダブルス(A クラス、B クラス) 

　　　　　　女子ダブルス 

◆募集組数　各クラスとも 16 組まで(先着順) 

◆参加資格　下妻市および近隣市町(筑西市、つくば

市、常総市、結城市、八千代町)に 

             在勤・在住・在学の方(ペアの片方でも可) 

　　　　　　 Ａクラス→オープン 

　　　　　　 Ｂクラス→過去県大会出場者、オープ

ン大会・市民大会ベスト４以上 

※(シングルス、ダブルス共)の方は、Ｂクラスへの 

　出場はできません。ただし、ペアの合計年齢が

120 歳以上の場合は可とします 

◆日程　　　11 月 26 日(日)予備日 12 月３日(日) 

◆受付時間　男女とも午前８時 30 分まで 

◆会場　　　砂沼広域公園テニスコート 

　　　　　  (ハードコート４面) 

◆試合方法　トーナメント方式またはリーグ戦 

　　　　　　(申込数により詳細を決定致します) 

◆参加料　　一般 3,000 円(１ペア) 

高校生以下 2,000 円(１ペア) 

◆表彰　　　上位入賞者は表彰、賞品あり。 

その他、参加者全員にビアスパークし

もつま無料入浴券および参加賞あり。 

◆申込締切　11 月 19 日(日) 

◆主催　　　下妻市テニス連盟 

 

問　申　 

下妻市テニス連盟ホームページ 

　  http://shimotsuma-tennis.com/ 

(掲載の申込書に必要事項を記載の上、メールにて 

お申込みください) 

　  u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp(植田) 

(090-4933-1231(植田) 

申込み QR コード

お知らせ版
10

No.３ 

  
 

 

  
３/３枚

2023

10
発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町三丁目 13 番地］　編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは (0296-43-2111㈹    0296-43-4214㈹　　　　　      　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.city.shimotsuma.lg.jp/


